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策定の趣旨 

 

○ 近年、我が国において、生活習慣病対策が重要な課題となっています。そこで、

これまでの種々の研究の成果に基づいて、生活習慣病を予防するための身体活動

量・運動量及び体力の基準値が「健康づくりのための運動基準 2006－身体活動・運

動・体力－」（運動基準）において示されました。 

 

 

○ 本検討会では、この運動基準に基づき、安全で有効な運動を広く国民に普及する

ことを目的として、今回、「健康づくりのための運動指針 2006」（運動指針）を策

定しました。この運動指針においては、現在の身体活動量や体力の評価と、それを

踏まえた目標設定の方法、個人の身体特性及び状況に応じた運動内容の選択、それ

らを達成するための方法を具体的に示しました。 

 

 

○ この運動指針では、健康な成人の方を対象としていますが、体力には個人差があ

り、それによって適正な運動の強さが異なるため、健康であっても歩行より強い運

動を開始する際には、本指針の内容をしっかり理解するとともに、持病のある方は、

かかりつけの医師に相談して、安全に運動を実施するようにしましょう。 

 

 

○ また、生活習慣病予防のためには、継続して運動を実施することが重要です。こ

のためには、まず、無理をせずに日常生活の中での活動量を増やすことから始めて

いくことが推奨されます。例えば、通勤・通学時の歩行や家事は、多くの国民が日

常生活の中で手軽に行うことができる活動です。 

 

 

○ さらに、生活習慣病を予防するためには、身体活動量を増やすことに加えて、食

事や休養のあり方も重要です。食事については、「食事バランスガイド」を参考に

バランスのとれた栄養素の摂取やエネルギーの過剰摂取とならないよう適切な食

事を心がけましょう。 

 


